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有効期間

このマーク
のお店で

すみれ商品券ご利用にあたっての注意事項

主催　宝塚市商店連合会
後援　兵庫県・宝塚市・宝塚商工会議所

但し、以下のものは利用対象になりません。
・出資や債務の支払い(税金、振込代金、振込手数料、電気・ガス・水道料金など）
・有価証券、ビール券、図書券、商品券、切手、印紙、プリペイドカードなどの換金性の高いものの購入
・たばこ事業法第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業、
及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などに要する支払い
・土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料（一時預かりを除く）等の不動産に関わる支払い
・現金との換金、金融機関への預け入れ
・特定の政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
・事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入れ商品などの購入
・商品券の交換又は売買

！

1．有効期間内（令和2年11月1日～令和2年12月30日まで）に限りご利用頂けます。（期間を過ぎた場合は無効となります）

2．本券の交換又は売買、現金との引き換えはできません。また、釣り銭は出ません。

3．表紙のついた綴りから商品券を切り離すと、使用できません。

4．盗難・紛失、滅失または、偽造、変造、模造に対して、宝塚市商店連合会は責任を負いません。

5．宝塚市商店連合会で登録した取扱店舗でのみ利用可能です。（店頭に取扱店舗ステッカーを表示）

新型コロナを
吹き飛ばせ！

！

すみれ商品券は、応募はがきまたは官製はがきでご応募ください
予約応募期間令和2年10月1日（木）～10月10日（土）　（消印有効）

お得にお買物
すみれ商品券で

１万円で１万２千円分のお買物ができるすみれ商品券
お一人様５冊まで購入できます！！

販売価格　１冊あたり１万円（１枚あたり 500円券×24枚つづり　１万２千円分）
【応募方法】参加店に設置されている応募はがきまたは官製はがきに郵便番号・住所・氏名（フリガナも）
　　　　　・電話番号・希望冊数（１冊～５冊まで）を明記の上、63円切手を貼って投函してください。  
　※応募は一人に付き1通に限ります。お申し込み多数の場合は抽選となります。
　【送付先】〒665-8799　宝塚郵便局留　宝塚市商店連合会　事業本部　行

2020.11.1～12.30


